
SMR関連都市再⽣調査事業の政府⽅針における位置づけ

第2期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」 (令和元年12⽉20⽇閣議決定)

第2章Society5.0時代にふさわしい仕組みづくり
３．地⽅創⽣の推進（１）東京⼀極集中の是正、地⽅への新たな⼈の流れの創出

経済財政運営と改⾰の基本⽅針2019 (⾻太⽅針2019)抜粋 (令和元年6⽉21⽇閣議決定)

中枢中核都市等に⺠間投資を呼び込むため、都市再⽣を⼒強く進める（※）
（※）都市再⽣の⾒える化情報基盤「i-都市再⽣」 の活⽤やスーパー・メガリージョン関連プロジェクトの組成・推進等

４－１ 活⼒を⽣み、安⼼な⽣活を実現する環境の確保
（１）質の⾼い暮らしのためのまちの機能の充実
③国際競争⼒強化による魅⼒的な都市の形成
ⅰ都市再⽣緊急整備地域の候補となる地域の設定及び各種⽀援
⒞リニア中央新幹線により出現する7,000 万⼈規模の集積効果を最⼤限に引き出し、我が国全体の経済活⼒

を向上させるため、地⽅公共団体等による調査事業の⽀援など、関連する都市再⽣プロジェクトを組成、推進
する。

添付資料2

【基本⽬標４】ひとが集う、安⼼して暮らすことができる魅⼒的な地域をつくる

まち・ひと・しごと創⽣基本⽅針2019 (令和元年６⽉21⽇閣議決定)
Ⅲ．各分野の当⾯の主要な取組
４．時代に合った地域をつくり、安⼼なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
（６）更なる⺠間投資の喚起による都市再⽣の推進
◎都市再⽣緊急整備地域の候補となる地域の設定及び各種⽀援
・リニア中央新幹線により出現する7,000 万⼈規模の集積効果を最⼤限に引き出し、我が国全体の経済活
⼒を向上させるため、地⽅公共団体等による調査事業の⽀援など、関連する都市再⽣プロジェクトを組成、
推進する（「スーパー・メガリージョン関連プロジェクト」）。


